
平塚市マンション耐震化促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害に強いまちづくりを推進することを目的として、地震に対する建築物

の安全性に関する意識の向上、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の促進を図るため

にマンションについて行う耐震化促進事業に対する補助金の交付等に関し必要な事項を定め

るものとする。 

２ 当該補助金交付事業は、平塚市耐震改修促進計画に基づき、実施する。 

３ 補助金の交付にあたっては、次の各号に掲げる法令及び関係規定のほか、この要綱に定める

ところにより行うものとする。 

（１） 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号） 

（２） 国土交通省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・建設省令第９号） 

（３） 社会資本整備総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日制定） 

（４） 神奈川県市町村地域防災力強化事業費補助金交付要綱（平成２８年４月１日施行） 

（５） 補助金等の交付に関する規則（昭和５４年規則第４号。以下「規則」という。） 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１） マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年

法律第６９号。以下「区分所有法」という。）第２条第２項に規定する区分所有者の住

居の用に供する部分を有するものをいう。 

（２） 住宅部分 区分所有法第２条第３項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供す

る部分をいう。 

（３） 非住宅部分 区分所有法第２条第３項に規定する専有部分のうち、住宅部分以外の部

分をいう。 

（４） 管理組合 区分所有法第３条若しくは第６５条に規定する団体又は区分所有法第４

７条第１項（区分所有法第６６条において準用する場合を含む。）に規定する法人をい

う。 

（５） 耐震診断者 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２

８号）第５条第１項に規定する者をいう。 

（６） 予備診断 別に定める「平塚市マンション予備診断マニュアル」に基づき耐震診断者

が行う診断で、建築物の耐震性を簡易に評価し、耐震診断の必要性の有無を判断するも

のをいう。 

（７） 耐震診断 耐震診断者が行う建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第

１２３号）第２条第１項に規定する耐震診断をいう。 

（８） 耐震判定委員会等 次のいずれかの機関をいう。 

ア 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震

診断の結果等に関する評価・判定等を行う委員会 

イ 外部の学識経験者、実務経験者等の構成員に占める割合が過半数であり、アに掲げ

る機関と同等の知識及び経験を有し、建築物の評価について、自らの責任において処



理することができると市長が認める機関 

（９） 予備診断事業 予備診断を行う事業をいう。 

（１０） 耐震診断事業 耐震診断を行う事業をいう。 

（１１） 耐震化促進事業 予備診断事業及び耐震診断事業をいう。 

（補助対象建築物） 

第３条 補助金の交付の対象となる建築物は、平塚市内に存するマンションで、次の各号のいず

れにも該当するものとする。ただし、一つの管理組合に対し、１棟までとする。 

（１） 昭和５６年５月３１日以前に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）による建築確

認を得て建築工事に着手したもの 

（２） 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供するもの 

（３） 住宅部分の床面積の合計が住宅部分及び非住宅部分の床面積の合計の過半であるも

の 

（４） 次のア又はイに掲げる事業の区分に応じ当該ア又はイに定める決議がなされたもの 

ア 予備診断事業 管理組合の集会（区分所有法第３４条に規定する集会をいう。以下同

じ。）又は管理規約（区分所有法第３０条第１項又は第６８条の規定により定められた規

約をいう。）に基づき設置された会における予備診断の実施に関する決議 

イ 耐震診断事業 管理組合の集会における耐震診断の実施に関する決議 

 （５） 床面積の合計が１，０００㎡以上のもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物は、それぞれ当該各号に定める事業の補

助の対象としない。 

（１） 既に予備診断事業の補助金の交付を受けた建築物 予備診断事業 

（２） 既に予備診断事業の補助金の交付を受けた建築物であって、耐震診断の必要性がない

と判断されたもの 耐震診断事業 

（３） 既に耐震診断事業の補助金の交付を受けた建築物 予備診断事業及び耐震診断事業 

３ 前２項の規定にかかわらず、明らかに建築基準法その他の関係法令に違反しているマンシ

ョンは、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象組合） 

第４条 補助金は、補助金の交付の対象となるマンションの管理組合に対して交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条の規定に

基づき、次の各号のいずれかに該当する管理組合は、補助金の交付の対象としない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団 

（２） 代表者又は役員のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）に該当する者があるもの 

（３） 法人でない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、１件につき次の各号に掲げる事業の区分に応じ

当該各号に定める額（その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（１） 予備診断事業 予備診断に要した費用に１０分の９を乗じて得た額。ただし、１８万

円を限度とする。 



（２） 耐震診断事業 耐震診断に要した費用及び耐震判定委員会等による耐震診断の結果

等に関する評価・判定等に要した費用に２分の１を乗じて得た額。ただし、１住戸（区

分所有者が居住するものに限る。）当たり４万円を限度とする。 

（事業計画書の提出等） 

第６条 補助金の交付を受けようとするものは、耐震診断者と診断の実施に関する契約を締結

する前に、平塚市マンション耐震化促進事業計画承認申請書（第１号様式）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認したときは平塚市

マンション耐震化促進事業計画承認通知書（第２号様式）により、承認しないときは平塚市マ

ンション耐震化促進事業計画不承認通知書（第３号様式）によりその旨を当該申請をした者に

通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 前条第２項の規定により承認を受けたものは、承認時に指定された申請期間内に、規則

第５条の規定による補助金の交付の申請を行うものとする。 

２ 前項の交付の申請は、予備診断事業にあっては平塚市マンション耐震化促進事業補助金交

付申請書（予備診断）（第４号様式）に、耐震診断事業にあっては平塚市マンション耐震化促

進事業補助金交付申請書（耐震診断）（第５号様式）に関係書類を添えて行うものとする。 

３ 第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあ

っては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象事業費に含ま

れる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象事業費

に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請するととも

に、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らか

でないものについては、この限りではない。 

（補助金の交付等決定の通知） 

第８条 規則第７条の規定による補助金の交付及び不交付の決定通知は、平塚市マンション耐

震化促進事業補助金交付・不交付決定通知書（第６号様式）により行うものとする。 

（耐震化促進事業の着手） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けたもの（以下「補助事業組合」とい

う。）は、当該通知書を受領後、速やかに耐震化促進事業（耐震診断者及び施工者との契約を

含む。）に着手するものとする。 

（事業計画の変更等の承認申請） 

第１０条 規則第８条第１項の規定による事業計画の変更及び中止の申請は、平塚市マンショ

ン耐震化促進事業計画変更・中止承認申請書（第７号様式）に関係書類を添えて行うものとす

る。 

（変更等決定の通知） 

第１１条 規則第８条第２項の規定により補助金の交付の決定の内容を変更したときは、平塚

市マンション耐震化促進事業計画変更・中止承認通知書（第８号様式）により申請者に通知す



るものとする。 

（耐震判定委員会等の判定等） 

第１２条 耐震診断事業の補助金の交付の決定通知を受けたものは、耐震診断の実施後、耐震判

定委員会等により耐震診断の結果等が適正との旨の評価・判定等を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１３条 規則第１１条第１項の規定による実績報告は、耐震化促進事業の終了後速やかに、予

備診断事業にあっては平塚市マンション耐震化促進事業完了実績報告書（予備診断）（第９号

様式）に、耐震診断事業にあっては平塚市マンション耐震化促進事業完了実績報告書（耐震診

断）（第１０号様式）に関係書類を添えて行うものとする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、前項の実績報告書を提出

するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場

合には、これを補助金額から減額して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載

した書類を実績報告書に添えて提出しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第１４条 規則第１２条の規定による補助金の額の確定通知は、平塚市マンション耐震化促進

事業補助金額確定通知書（第１１号様式）により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第１５条 前条の補助金の額の確定通知を受けたものは、市長の指示に従い補助金の支払いを

請求するものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 消費税及び地方消費税を補助対象事業費とする場合にあっては、実績報告後に消費

税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

には、平塚市マンション耐震化促進事業消費税仕入控除税額報告書（第１２号様式）によ

り、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（指導及び助言） 

第１７条 市長は、補助事業組合に対して、地震に対する建築物の安全性の向上が図られるよ

う、必要な指導及び助言をすることができる。 

（財産の処分の制限） 

第１８条 規則第１５条の規定による市長が別に定める期間は、１０年とする。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度以前

の年度の予算に係る補助金は、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。 



附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年１１月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年３月３０日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年３月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年３月２５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 


